
令和８年度
上市町看護学生修学資金
募集要領

修学資金の募集
上市町では、将来かみいち総合病院において看護職員（保健師・助産師・看護師）　
として業務に従事しようとする看護学生に対し、修学に必要な資金を貸与します。
対象となる方は、富山県看護学生修学資金の貸与を受けている現役学生です。
県の修学資金に加え、町が修学資金として上乗せすることにより、修学を更に容易にし、もってかみいち総合病院への就業に繋がるよう応援します。
修学資金の貸与、返還その他については、上市町看護学生修学資金貸与規則に従って行います。
申請にあたっては、本書の内容をご理解のうえ必要書類を提出願います。

　【提出の流れと締切】

　　
　　 上市町福祉課保健班　　　　　　　富山県看護学生修学資金
　  令和８年８月３１日　　　　　　　の貸与を受けている方　　　　　　　
　　消印有効　　　　　　　　　　　　　（県の貸与決定者）
　　　                          申請書提出
　　

　■申請書類の提出先及び問合せ先

　　　〒９３０－０３６１　中新川郡上市町湯上野１１７６
　　　　上市町福祉課保健班（上市町保健福祉総合センター２階）
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７６－４７３－９３５５

　　　　　　　　　　【申請に関する注意事項】
 １． 上市町看護学生修学資金は、全員に返還義務が生じます。
　　　　※ただし、卒業後かみいち総合病院へ就業し、一定の期間、看護職員

　　　　　として業務に従事された場合、修学資金の返還を免除します。
 ２． 貸与を受ける際には連帯保証人１名が必要です。 
 ３． 申請できる方は、富山県看護学生修学資金貸与決定者のみとなります。
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 貸与の概要
（１）貸与の目的
 　将来かみいち総合病院において看護職員（保健師・助産師・看護師　※いずれ

 も非常勤を除く。）として働く意思のある看護学生に対し修学資金を貸与するこ
 とにより、その修学を容易にし、もってかみいち総合病院における看護職員の確
 保及び資質の向上に資することを目的とします。
（２）貸与の対象者
 　富山県看護学生修学資金の貸与を受けている方（貸与決定者）で、看護職員の
 免許取得後、かみいち総合病院への就業を考えている方。
（３）貸与月額
	区分
	貸与月額

	大学・修士課程に在学する方
	国立又は公立※
	14,000円

	
	その他（私立）
	10,000円

	保健師、助産師又は看護師の養成施設・短大・短大の専攻科に在学する方
	国立又は公立※
	18,000円

	
	その他（私立）
	14,000円


　　　　　※　国立又は公立には、独立行政法人国立病院機構が設置する養成施設も含みます。

　　　　　　
（４）貸与期間
 　令和８年４月から卒業するまでの期間です。
　　※富山県看護学生修学資金の貸与を受けている期間と同期間です。
（５）貸与方法
 　１年度につき２回（９月と翌年２月）、本人名義の口座へ振り込みます。
　　　初回振込みは９月下旬（６ヶ月分）
　　　２回目振込みは翌年２月（６ヶ月分）を予定しています。　　 　
　　【振込スケジュール】
	月
	貸与１年目
	貸与２年目以降

	４月～９月分
	９月下旬
	９月下旬

	10月～３月分
	２月下旬
	２月下旬
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 貸与の取り消し・停止
（１）貸与の取り消し・・・貸与を終了し、返還手続きに入ります。
　　①　上市町看護学生修学資金の貸与を辞退したとき。

　　②　富山県看護学生修学資金の貸与が取り消されたとき。

（２）貸与の停止
　　①　休学又は停学の処分を受けたとき。

　　②　富山県看護学生修学資金の貸与が停止されたとき。


 返還について
　
上市町看護学生修学資金は、全員に返還義務が生じます。
（１）全額返還　
　　①　貸与を取り消されたとき。

　　②　養成施設、短期大学専攻科又は修士課程を卒業した日から起算して１年以

　　　内に看護職員の免許を取得することができなかったとき。
　　③　卒業後直ちに看護職員としてかみいち総合病院に採用されなかったとき。

　　④　返還の免除を受ける前にかみいち総合病院を退職し、又は看護職員として

　　　の業務以外の事由により死亡したとき。
（２）返還方法　
　　貸与終了（卒業又は貸与取消）時に、直ちに借用証書を提出していただきます。
　　その後２０日以内に、返還計画書を作成し提出していただきます。
	返還期間
	返還事由が生じた月の翌月から起算して３年以内

	返還方法
	半年賦又は年賦の均等払
　　　（※繰り上げや一括での返還も可）　


（３）返還の猶予　
　　　学校等を卒業後、かみいち総合病院に就業した場合は、その時点で返還が猶予
　　 されます。
（４）返還の免除　
　　　次のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還が免除されます。
　　　①　かみいち総合病院において引き続き３年間看護職員として業務に従事した

　　　　とき。
　　　②　①の看護職員として業務に従事した期間中に業務上の事由により死亡し、

　　　　又は業務に起因する心身の故障のため看護職員として業務を継続することが
　　　　できなくなったとき。
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 申請手続き
（１）提出書類
　　①　上市町看護学生修学資金貸与申請書（様式第１号）

　　　②　富山県看護学生修学資金貸与決定通知書の写し

　　　
（２）提出先
　　〒９３０－０３６１
　　　富山県中新川郡上市町湯上野１１７６
　　　　上市町福祉課保健班（上市町保健福祉総合センター２階）
　　　　　ＴＥＬ　０７６－４７３－９３５５
（３）提出期限
　　令和８年８月３１日（月）消印有効　※郵送または持参でご提出ください

　　
（４）連帯保証人について
　　①　申請には、連帯保証人１名が必要です。
　　②　連帯保証人は、独立の生計を営み修学資金の返還の責任を負うことができ
　　　る資力を有する方とします。　
　　③　貸与決定後に提出する各種書類には、連帯保証人の署名又は記名押印が必

　　　要となります。予め了承を得ておいてください。
（５）選考結果の通知
　　①　貸与の決定は、将来の総合病院への就業意欲や、世帯の状況、所得等を総

　　　合的に判断のうえ行います。
　　②　選考結果は、申請者へお知らせします。なお、予算の範囲内での選考とな

　　　るため、申請者すべてに貸与できるものではないことを予めご了承ください。
　　③　貸与決定者には、決定通知書と併せて誓約書を郵送します。（９月中頃ま

　　　でには通知します。）
　　　通知を受けた日から２０日以内に誓約書の提出をお願いします。
　　※貸与の決定後、看護職員の免許を取得されたとき、休学・退学されたとき、

　　修学資金の貸与を辞退しようとするときなどは、その旨の届け出が必要となり
　　ます。
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様式第１号（第５条関係）
上市町看護学生修学資金貸与申請書
年　　月　　日
　上市町長　宛て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  氏名
　次のとおり、上市町看護学生修学資金の貸与を受けたいので、関係書類を添えて申請します。
	貸与を希望する期間及び金額
	期間
	年　　月から　　　年　　月まで（計　　か月）

	
	金額
	月額　　　　　　　　　円
	総額　　　　　　　　　円

	本
人
	本　　　　籍
	

	
	住　　　　所
	〒
　　　　　　　　　　　　　　　　 電話

	
	生　年　月　日
	　　　　　　　　年　　　月　　　日

	
	養成施設又は修士課程の名称及び所在地
	名称　　　　　　　　　　　　　（　　　　学部　　　学年）
所在地

	
	入学年月日及び卒業（修士）見込年月日
	　　　　　　　　年　　　月　　　日　　入学
　　　　　　　　年　　　月　　　日　　卒業見込

	連
帯
保
証人
	住　　　　所
	〒
　　　　　　　　　　　　　 　　　電話

	
	氏名及び年齢　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　歳）

	
	本人との関係
	
	職業
	
	年間所得
	円


備考　次の書類を添付すること。
　（１）富山県看護学生修学資金貸与決定通知書の写し
（２）その他町長が必要と認める書類
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